
年金記録訂正請求に係る答申について 
関東信越地方年金記録訂正審議会 

（千葉県担当部会） 

令和８年１月８日答申分 

  ○答申の概要 

年金記録の訂正を不要としたもの      １件 

厚生年金保険関係      １件 

 



 

 

厚生局受付番号 ： 関東信越（千葉）（受）第 2500064 号 

厚生局事案番号 ： 関東信越（千葉）（厚）第 2500018 号 

 

第１ 結論 

   請求期間①について、請求者のＡ社（現在は、Ｂ社。以下「請求対象事業所」という。）にお

ける厚生年金保険の標準報酬月額の訂正を認めることはできない。 

   請求期間①のうち、平成 14 年９月１日から令和５年９月１日までの期間について、請求者

が請求対象事業所における厚生年金基金の加入員であったと認めることはできない。 

   請求期間②について、請求者の請求対象事業所における厚生年金保険の標準賞与額の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

 １ 請求者の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

  住    所 ：  

 

 ２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： ① 平成２年４月１日から令和５年９月１日まで 

           ② 平成２年６月１日から令和５年９月１日まで 

   請求期間①の標準報酬月額と請求期間②の標準賞与額はもっと高かったはずなので確認し

てほしい。また、退職した令和５年まで厚生年金基金に加入していたが、厚生年金基金が途中

で解散して代行返上された記録となっている。しかし、そのような事実はないので厚生年金基

金加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

 １ 請求期間①について、請求者からは請求期間①の給与額及び厚生年金保険料控除額を確認で

きる給与明細書等の資料の提出はなく、事業主からも請求期間①の給与額及び厚生年金保険料

控除額を確認できる賃金台帳等の資料の提出はないことから、請求内容どおりの給与の支払及

び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   また、請求対象事業所の担当者は、請求内容どおりの厚生年金保険料を給与から控除してい

ない旨陳述している。 

   さらに、Ｃ健康保険組合（以下「健康保険組合」という。）から提出された被保険者記録照会

画面によると、請求期間①に係る標準報酬月額は、オンライン記録と一致していることが確認

できる。 

   加えて、Ｄ企業年金基金の回答によると、請求者が資格取得した平成２年４月１日から平成

14 年９月１日までの標準報酬月額は、オンライン記録と一致していることが確認できる。 



 

   このほか、請求者の請求期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情はない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として請求期間①に係る請求内容どおりの厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 ２ 請求期間①のうち、平成 14 年９月１日から令和５年９月１日までの期間（以下「当該期間」

という。）について、企業年金連合会は、請求者が加入していたＥ厚生年金基金は平成 14年４

月１日にＦ厚生年金基金に吸収合併され、同年９月１日に代行返上（将来返上）しているため、

以後の期間は厚生年金基金の加入期間とならない旨回答している。 

   このほか、請求者の当該期間における厚生年金基金の加入実態について確認できる関連資料

及び周辺事情はない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が当該期間

において厚生年金基金の加入員であったことを認めることはできない。 

 

 ３ 請求期間②について、請求者からは請求期間②の賞与額及び厚生年金保険料控除額を確認で

きる賞与明細書等の資料の提出はなく、事業主からも請求期間②の賞与額及び厚生年金保険料

控除額を確認できる賃金台帳等の資料の提出はないことから、請求内容どおりの賞与の支払及

び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   また、請求対象事業所の担当者は、請求内容どおりの厚生年金保険料を賞与から控除してい

ない旨陳述している。 

   さらに、健康保険組合から提出された被保険者記録照会画面によると、請求期間②に係る標

準賞与額は、オンライン記録と一致していることが確認できる。 

   このほか、請求者の請求期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情はない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として請求期間②に係る請求内容どおりの厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 ４ なお、請求者は、ねんきん定期便の平成 15 年３月までの平均の標準報酬月額が月別状況で

全く変更がないのに何度も変更されている旨主張している。 

   平均の標準報酬月額については、Ｇ年金事務所は、令和７年８月 14 日付けで請求者に対し

て、ねんきん定期便に記載されている「平成 15 年３月までの平均の標準報酬月額」の算出方

法がわかる資料を送付していることが確認できるところ、当厚生局において当該資料により検

証したが、計算に誤りは認められなかったことを申し添える。 




